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特定ものづくり基盤技術高度化指針の見直しの背景
（参考１）未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）（抄）

Ⅲ 地域経済好循環システムの構築
１．中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新／サービス産業の活 性化・生産性向上

（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）中小企業・小規模事業者、サービス産業の現場の付加価値生産性を 抜本向上させる投資・イノベーション等の促進

・中小企業・小規模事業者の技術開発からその事業展開における第４次産業革命への対応に向け、中小ものづくり高度
化法の指針などを含め技術開発の枠組みについて、IoT や AI 等の技術革新を一層取り込み付加価値向上を進める
ための見直しを本年度中に行う。
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（参考２）スマート SME（中小企業）研究会 中間論点整理 （平成29年6月）（抄）
III 具体的な対応の方向性、今後の検討課題
(３)第四次産業革命に向けた対応
①第四次産業革命に対応した中小企業・小規模事業者のビジネス展開支援

（前略）中小企業・小規模事業者が自らの強みを付加価値として転換する創意工夫を生み出す取組みについて、方向性を
示しつつ更なる支援の強化をすることが必要である。具体的には、中小ものづくり高度化法における技術高度化指針にお
いて、以下の方向性で、中小企業・小規模事業者が技術開発を自ら高度化するのみならず、それを用いた高度なサービス
を提供するといった新しいビジネスモデルの提供など、様々な中小企業・小規模事業者のアイディアを具現化するための後
押しをしていくべきである。

①IoT、AI 等の技術を活用し、中小企業・小規模事業者自らの基盤技術を高度化
（例）勘に頼っていた製造技術をセンサー等により形式知化
（例）遠隔地の製造工程・品質状況データを収集・分析し、リアルタイムで指示することで効率化
（例）製造工程の中で、特に人手がかかりやすい検査工程を画像処理により、実施する仕組みの開発と導入

②中小企業・小規模事業者自ら IoT、AI 技術を高度化させ、新たに広がる川下分野・市場に向けて、新製品・サービスを
提供など

（例）家畜にセンサーを設置して情報を分析管理する新たなサービスによって効率的な農業実現
（例）画像認識技術を活用し、小売業の課題解決に向けた新商品開発を実現





（参考）特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し検討委員会 委員名簿
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【委員長】沼上 幹 一橋大学理事・副学長
中小企業政策審議会経営支援分科会長

海内 美和 海内工業（株）代表取締役社長

上野 保 東成エレクトロビーム（株）代表取締役会長

小笠原 治 （株）ＡＢＢＡＬａｂ 代表取締役

川原 圭博 東京大学大学院情報理工学系研究科 電子情報学専攻 准教授

岸本 幸宏 （地独）神奈川県立産業技術総合研究所 理事

後藤 芳一 （一財）機械振興協会 副会長・技術研究所所長

鈴木 一義 （独）国立科学博物館 産業技術史資料情報センター長

瀬戸 政宏 （国研）産業技術総合研究所 フェロー（イノベーション推進・企業連携・地域連携担当）

浜野 慶一 （株）浜野製作所代表取締役ＣＥＯ

松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授

森山 昌己 （一財）大阪科学技術センター技術振興部 副部長





（参考）各技術WG 委員名簿①
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④製造環境技術WG
青木 一郎 日本真空工業会
池田 耕一郎 日本真空工業会事務局長
栗巣 普揮 山口大学大学院創成科学研究科准教授
森岡 繁信 （株）島津製作所産業機械事業部事業開発部

技術顧問

②情報処理技術WG
竹森 敬祐 ＫＤＤＩ（株）プロダクト企画部マネージャー
谷川 民生 （国研）産業技術総合研究所情報・人間工学領域

人間情報研究部門副部門長
田丸 喜一郎 （独）情報処理推進機構技術本部ソフトウェア高

信頼化センター
堀川 隆 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構

ロボット・ＡＩ部ＡＩ社会実装推進室主査
門田 浩 （一社）組み込みシステム技術協会アドバイザー

①デザイン技術WG
赤池 学 （株）ユニバーサルデザイン総合研究所

代表取締役所長
田中 一雄 （株）ＧＫデザイン機構代表取締役社長
日高 一樹 日高国際特許事務所所長弁理士
松岡 由幸 慶應義塾大学教授/（一社）日本デザイン学会会長
松原 幸行 NPO法人人間中心設計推進機構理事
山村 真一 （株）コボ代表取締役社長

③精密加工技術WG
板谷 憲次 （一財）素形材センター副会長・専務理事
稲津 正人 東芝機械（株）工作機械事業部副事業部長

兼工作機械テクニカルセンター 部長
北村 憲彦 名古屋工業大学大学院工学研究科教授
小林 暢比古 （一社）日本金属プレス工業協会専務理事
新野 秀憲 東京工業大学未来産業技術研究所教授
鈴木 裕 九州工業大学名誉教授
高橋 進 日本大学生産工学部機械工学科教授
堤 正臣 東京農工大学客員教授
牧野 俊清 （一社）日本金型工業会会長
村島 善樹 （一社）日本鍛造協会専務理事

⑤接合実装技術WG
大磯 義和 （一社）日本ねじ工業協会 専務理事
齋藤 敦 日本接着剤工業会 副会長

セメダイン（株）執行役員品質保証本部長
時任 静士 山形大学 有機エレクトロニクス研究センター

センター長・卓越研究教授
松野 建一 日本工業大学 工業技術博物館

理事・工業技術博物館長・客員教授

⑥立体造形技術WG
板谷 憲次 （一財）素形材センター副会長・専務理事
菅野 利猛 （株）木村鋳造所常務取締役
鈴木 隆 （一社）神奈川県プラスチック工業会専務理事
平塚 貞人 岩手大学理工学部物理・材料理工学科教授
三浦 秀士 九州大学名誉教授

鉄鋼リサーチセンター特任教授
谷田貝 望 ポーライト（株）機械部品技術部 副部長
矢野 友三郎 （一社）日本ファインセラミックス協会専務理事
渡邉 一彦 （一社）日本ダイカスト協会 技術部長



（参考）各技術WG 委員名簿②
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⑧機械制御技術WG
茨木 創一 広島大学大学院工学研究科機械システム工学専攻

教授
黒河 周平 九州大学大学院工学研究院機械工学部門教授
髙本 仁志 （国研）産業技術総合研究所製造技術研究部門

主任研究員
小平 紀生 三菱電機（株）ＦＡシステム事業本部主席技監
小森 雅晴 京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授
眞田 一志 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部

門教授
高橋 秀雄 木更津工業高等専門学校副校長・機械工学科教授
堤 正臣 東京農工大学客員教授

⑦表面処理技術WG
青木 一郎 日本真空工業会
明渡 純 （国研）産業技術総合研究所エレクトロニクス・

製造領域先進コーティング技術研究センターセン
ター長

池田 耕一郎 日本真空工業会事務局長
栗巣 普揮 山口大学大学院創成科学研究科准教授
須貝 英生 日本塗料工業会常務理事
森岡 繁信 （株）島津製作所産業機械事業部事業開発部

技術顧問

⑪バイオ技術WG
穴澤 秀治 （一財）バイオインダストリー協会 先端技術・開発

部長、組織長
新間 陽一 （国研）産業技術総合研究所生命工学領域研究戦略部

イノベーションコーディネータ
長嶋 等 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部

門食品生物機能開発研究領域長
西島 和三 持田製薬（株）医薬開発本部フェロー/東北大学未来

科学技術共同研究センター客員教授
西山 真 東京大学生物生産工学研究センター細胞機能工学部

門教授

⑫測定計測技術WG
大村 金吾 （株）村田製作所センサ事業部企画・販推部エキス

パート
鎌田 長明 鎌長製衡（株）代表取締役社長
小島 孔 （一社）日本計量機器工業連合会常務理事
猿渡 俊介 大阪大学大学院情報科学研究科准教授
島村 正彦 （一社）日本電気計測器工業会製品技術グループ部長
吉永 純一 アズビル（株）技術開発本部商品開発部副部長

⑨複合・新機能材料＆⑩製造プロセス技術WG
大松沢 明宏 日本化学繊維協会技術グループ長
梶原 莞爾 信州大学繊維学部コーディネーター
嶋崎 利行 日本金属熱処理工業会技術委員会委員長
村田 敏健 日本金属熱処理工業会専務理事
森安 宏一 化成品工業協会技術部長
矢野 友三郎 （一社）日本ファインセラミックス協会専務理事



特定ものづくり基盤技術高度化指針
改正概要
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制度概要及び改正背景
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３．特定ものづくり基盤技術研究開発等計画の作成・認定申請（第４条）
・中小企業が特定ものづくり基盤技術研究開発等計画（研究開発及び成果の利用）を作成し、経済産業大臣に認定申請

２．特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定（第３条）

４．支援措置
・戦略的基盤技術高度化支援事業（補助金）
・日本政策金融公庫からの特別貸付 (特利③）
・特許料等の特例（特許登録料及び特許審査請求料の負担軽減）
・中小企業信用保険法の特例（普通保険等の別枠化、新事業開拓保険の限度額拡大）
・中小企業投資育成株式会社法の特例（投資対象中小企業の範囲の拡大）

○経済産業大臣が関係大臣に協議し、中小企業政策審議会の意見を聴いて策定
【指針に規定する事項】
①基本的な事項（高度化の必要性などの基本的な考え方）
②特定ものづくり基盤技術ごとに次に掲げる事項
・研究開発等の内容に関する事項
・研究開発等の実施方法に関する事項
・研究開発等の実施に当たって配慮すべき事項

１．特定ものづくり基盤技術の指定（第２条）
○経済産業大臣が指定
【指定の要件】
①ものづくり基盤技術振興基本法に規定される「ものづくり基盤技術」
②中小企業によって事業活動の相当部分が行われているもの
③我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するもの

目的：我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業が担う
特定ものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発及びその成果の利用を支援する。

経済産業大臣が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らし認定

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の概要

現在は、１２技術を指定

デザイン開発
情報処理
精密加工
製造環境
接合・実装
立体造形
表面処理
機械制御
複合・新機能材料
材料製造プロセス
バイオ
測定計測

12



◎特定ものづくり基盤技術（平成２７年２月９日改正）

１．デザイン開発 製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求するこ
とにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる
総合的な設計技術。

２．情報処理技術 ＩＴ（情報技術）を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術。製造プロセスにおけ
る生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。

３．精密加工技術 金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術。製品や製品を構成す
る部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際にも利用される。

４．製造環境技術 製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・調整するものづくり環境調整技術。

５．接合・実装技術 相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光学
特性、熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。

６．立体造形技術 自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術。（ただし、（３）精密加工技術に含まれるものを除く。）

７．表面処理技術 バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない高度な機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。

８．機械制御技術 力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、
振動・騒音の抑制等を達成するために利用される。

９．複合・新機能材料
技術

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、
耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい機能を顕現する
複合・新機能材料技術。

１０．材料製造プロセス
技術

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回避によ
る素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除去、断熱等に
よる熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。

１１．バイオ技術 微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、
それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

１２．測定計測技術 適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技術。

（参考）特定ものづくり基盤技術について
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○平成１８年６月の法施行後、１７技術を特定ものづくり基盤技術として指定。
○その後、経済情勢、技術動向等を踏まえ、技術の追加及び見直しを実施。

平成１８年度 法施行、特定ものづくり基盤技術の指定
及び高度化指針の策定

「粉末冶金」、「溶接」の追加（全１９技術）

【当初指定した１７技術】
組込みソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実
装、プラスチック成形加工、鍛造、動力伝達、部材の
結合、鋳造、金属プレス加工、位置決め、切削加工、
織染加工、高機能化学合成、熱処理、めっき、発酵、
真空の維持

平成１９年度 「溶射」の追加（全２０技術）

平成２０年度 ９の技術を改正
（組込みソフトウェア、金型、電子部品・デ
バイスの実装、プラスチック成形加工、粉末
冶金、鍛造、鋳造、金属プレス、熱処理）

経 過

特定ものづくり基盤技術高度化指針の記載内容
中小企業が特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために必要な取り組むべき研究開発等の方向性や実施方法を示すもの

であり、特定ものづくり基盤技術ごとに以下の事項が定められている。

１．特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項
２．達成すべき高度化目標
３．高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
４．特定研究開発等の実施するにあたって配慮すべき事項

平成２４年度 全２０技術を改正し、４技術の名称を変更
（溶射・蒸着、部材の締結、繊維加工、真空）

２技術を追加 （全２２技術）
（冷凍空調、塗装）

平成２５年度 ２２技術を抜本改正（全１１技術）
（情報処理、精密加工、製造環境、
接合・実装、立体造形、表面処理、
機械制御、複合・新機能材料、
材料製造プロセス、バイオ、測定計測）

平成２６年度 「デザイン開発」の追加（全１２技術）

特定ものづくり基盤技術及び高度化指針の見直しの変遷
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